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令和７年度の運営指導・監査実績について（１１月末時点）



（４）令和７年度運営指導 主な改善・指摘事項について

・利用者の同意が必要な文書（契約書や重要事項説明書等）に、署名、契約日、同意日等の未記載がある。
☆捺印は必須ではありません（捺印欄がある場合を除く）。
・利用者の同意が必要な文書の同意・契約日が、居宅サービス計画書等の日付と整合していない。
・運営規程、重要事項説明書、契約書、介護サービス情報公表システムの内容が適切ではない。

・居宅サービス計画書及び個別サービス計画書については、必ず契約書における契約日以降の同意日となる
ため、「契約（重要事項説明書の同意含む）」→「サービス計画書の同意」 となることにご留意ください。
・契約関係書類に加算・減算等の介護報酬について記載がある場合、報酬改定による単位数・要件等の変更
が反映されていない状況が散見されますので、ご注意ください。

・署名、契約日、同意日等の記載について、必要があれば利用者へ説明し、記録を整備すること。
⇒重大な記載誤り等があった場合は利用者への説明、契約書の差し替えなどが必要になります。



・業務継続計画の内容が不足している。
・必要な研修及び訓練の実施記録が適切に管理されていない。
☆君津市への連絡先に介護保険課介護推進係（ＴＥＬ ０４３９－５６－１７３６）の連絡先を追加してください。

☆感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に
実施することも差し支えありません。

業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。計画の見直しの際には必要項目について確認をお願いし
ます。
＜感染症に係る業務継続計画＞
①平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）
②初動対応
③感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等）

＜災害に係る業務継続計画＞
①平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）
②緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
③他施設及び地域との連携



・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会が、おおむね６か月に１回（地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護はおおむね３か月に１回）以上開催されていない。

・感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練が、１年に１回以上（「地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護」及び「認知症対応型共同生活介護」事業所は１年に２回以上）実施されていない。
・感染症の予防及びまん延の防止のための指針が整備されていない。
・感染症の予防及びまん延の防止のための委員会と研修の記録が混在している。

・委員会、研修及び訓練について、いずれかの実施、または記録がされていない状況が多く見受けられます。

・委員会、研修及び訓練のいずれかを同時に実施した場合でも、個別に記録が必要となることにご注意くださ
い。
・研修計画についても実施頻度が整理されているかご確認ください。

☆指針については、業務継続計画とは別に作成する必要があります。



・運営規程（従業者の勤務体制含む）、重要事項説明書、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の、利用申
込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を事業所の見やすい場所に掲示していない。
☆第三者評価の実施状況も掲示が必要
・ウェブサイト（法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム）に重要事項を掲載していない。

・掲示が必要な書類については、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族に
対して見やすい場所に掲示されていることが必要となります。
・掲示に当たっては、すべての条項が閲覧できるようにすること。
※ファイル等の設置により自由に閲覧可能な形であれば掲示に代えることができる。
・運営規程等に更新があった際には、掲示物についても最新のものに更新していただくようお願いします。



・従業員が退職後、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を漏らすことがない
ような措置を講じていない。
・誓約書の日付や署名が抜けている。

・勤務している従業員については、秘密保持の誓約等が整備されていますが、退職後は秘密保持について整
備されていないことが多いため、整備がされているか確認してください。
・サービス担当者会議等で個人情報を取り扱う場合は、事前に文書にて利用者の同意を得てください。



・虐待の防止のための対策を検討する委員会が、定期的に開催されていない。

・虐待の防止のための研修が、１年に１回以上（「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」及び「認知
症対応型共同生活介護」事業所は１年に２回以上）実施されていない。
・委員会及び研修（１年に１回以上）を実施した記録が確認できない。

・委員会及び研修について、いずれかの実施または記録がされていない状況が多く見受けられます。
・委員会及び研修のいずれかを同時に実施した場合でも、個別に記録が必要となることにご注意ください。
・研修計画についても実施が予定されているかご確認ください。
・虐待防止委員会で検討した事項及び結果については、従業者に周知徹底を図ってください。



介護サービスの提供に関する記録が、完結の日から５年間保存されていない。

君津市の条例又は規則で５年間の保存が定められておりますので、ご対応をお願いします。
対象の記録としては、以下のとおりです。
〈居宅介護支援〉
居宅サービス計画、アセスメント結果の記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリング結果の記録

〈地域密着型サービス〉
個別サービス計画、提供した具体的なサービスの内容等の記録、身体的拘束等に係る記録等
運営推進会議等に係る報告、評価、要望、助言等の記録

〈共通〉
苦情の内容等の記録、市町村への通知に係る記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録



・自ら提供するサービスの質の評価が実施されていない。

・評価をもとにした改善が行われていない。

・コロナ禍において、質の評価の実施が難しい状況であったことは認識しておりますが、実施されていない事業
所におかれましては、評価方法含め、ご確認ください。



・事業所の活動状況の報告、必要な要望及び助言等を聞くための機会として、定期的（※）に運営推進会議（介
護・医療連携推進会議）が開催されていない。

・運営推進会議（介護・医療連携推進会議）で挙がった報告、評価、要望及び助言等について、記録の作成及
び公表がされていない。

・地域密着型サービスは、サービスごとにおおむね２か月に１回（又はおおむね６か月に１回）以上、運営推進
会議（介護・医療連携推進会議）を開催することが義務付けられています。

・会議の開催がされていても記録の作成及び公表が行われていない場合、運営指導において改善事項となり
ますので、公表がされているかをご確認ください。



・居宅サービス計画に通院等乗降介助の訪問介護を位置づけるための必要事項が、明確に記載されていない。

・居宅サービス計画において以下の項目を明確に記載する必要があります。

①通院等に必要であること、その他車両への乗降が必要な理由
②利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨
③総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること



・利用者への説明、文書による同意、交付の前にサービス提供が行われている。
・サービス担当者からの意見聴取が、利用者への説明・同意・交付後に行われている。
・サービス担当者会議の欠席者に対し、会議の開催までに照会が行われていない。

・居宅サービス計画作成日よりも利用者同意日が前の日付になっている。

・居宅サービス計画書（ケアプラン）の作成から介護サービス提供までの順序をご確認ください。
場合により、償還払いの対象及び自費利用となることがあります。



アセスメント サービス担当者会議ケアプラン原案作成 ケアプラン修正

利用者への説明・
文書による同意・交付

サービス開始 モニタリング











（１）電子申請届出システムについて

（２）各種届出の提出期限について

（３）事故報告書の提出に係る注意事項













届出等 提出期限等



サービスの提供による
利用者のケガ又は

死亡事故の発生

食中毒及び感染
症・結核の発生

職員の法令違反・
不祥事等の発生

報告が必要と

認められる

重大な事故

事故報告用電子フォーム https://logoform.jp/form/Tpmw/289852



利用者のケガ又は死亡事故の発生

• サービスの利用中に転倒し、外部の医療機関を受診。
• サービスの利用中に「足が痛い」と言われ病院を受診。

食中毒及び感染症・結核の発生

• 事業所（施設）内で職員含めインフルエンザが発生した。
• 事業所（施設）内で疥癬（かいせん）が発生した。

職員の法令違反・不祥事等の発生

• 居宅（居室）訪問時に利用者の金品を盗んでしまった。
• 居宅（居室）訪問時に設置されている家具と職員が衝突
し、家具を破損させてしまった。



【事故発生時】

報告書第１報の提出

【追加情報発生時】

報告書第２～報の
提出

【収束時】

報告書最終報の提出

早急に連絡する必要がある事故が発生した場合は、
電話での報告を第１報とすることも可能です。

第１報で報告した事故の発生状況等に、追加情
報等が発生した場合などは報告をお願いします。

事故の原因分析や再発防止策等につ
いて、作成次第報告をお願いします。



（１）介護職員研修受講費用の一部助成について

（２）入門的研修について



（１）介護職員研修受講費用の一部助成について



（１）介護職員研修受講費用の一部助成について



（２）入門的研修について





第１０期介護保険事業計画策定に係る調査へのご協力のお願い

第８期

介護保険事業計画

第９期

介護保険事業計画

第10期
介護保険事業計画



各種アンケート調査について

市民向け調査
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

在宅介護実態調査

事業所向け調査

介護人材実態調査

居所変更実態調査

在宅生活改善調査



各種アンケート調査について



各種アンケート調査について



各種アンケート調査について


